
豊
中
市
立
南
丘
小
学
校
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
会
則 

第
一
章 

 

名 
 

称 

第
一
条 

本
会
は
豊
中
市
立
南
丘
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
い
う
。 

 

第
二
章 

 
目
的
と
活
動 

第
二
条  

本
会
は
父
母
と
教
職
員
が
協
力
し
て
、
学
校
・
家
庭
及
び
社
会
に
お
け
る
児
童
の 

福
祉
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
三
条 

 

本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
活
動
を
す
る
。 

 
 

 
 

 

一
、
よ
い
父
母
、
よ
い
教
員
と
な
る
よ
う
に
つ
と
め
る
。 

 
 
 

 
 

二
、
学
校
と
家
庭
及
び
会
員
相
互
の
緊
密
な
連
絡
に
よ
っ
て
児
童
の
健
全
育
成

に
協
力
す
る
。 

 
 

 
 

 

三
、
教
育
環
境
を
充
実
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
。 

第
三
章 

 

方 
 

針 

第
四
条 

 

本
会
は
次
の
方
針
に
従
っ
て
活
動
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
本
会
は
宗
教
及
び
政
治
活
動
に
関
与
し
な
い
。 

 
 

 
 
 

二
、
本
会
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
。 

   
    

  

三
、
本
会
は
自
主
独
立
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
団
体
の
干
渉
も
受

け
な
い
。 

   
     

 

四
、
本
会
は
児
童
、
青
少
年
の
福
祉
増
進
の
た
め
活
動
す
る
他
の
団
体
と
協
力

す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
、
本
会
は
学
校
の
管
理
や
教
職
員
の
人
事
に
つ
い
て
干
渉
し
な
い
。 

第
四
章 

 

会 
 

員 

第
五
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
、
本
校
に
在
籍
す
る
児
童
の
父
母
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
者(

以
下
父
母
と

い
う
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
、
本
校
に
勤
務
す
る
教
職
員 

 
 
 
 

 

三
、
１
，
一
、
二
の
者
は
、
加
入
意
思
を
示
す
た
め
、
入
会
届
の
提
出
も
っ
て

会
員
と
な
る
。 

 
 
 
 
 
 

 

２
，
年
度
の
切
り
替
わ
り
で
は
、
次
年
度
加
入
継
続
の
意
思
を
確
認
す
る
。 

 
 
 
 

   
  

３
，
本
会
の
退
会
は
、
会
長
宛
て
に
退
会
届
の
提
出
を
も
っ
て
退
会
と
す

る
。
た
だ
し
、
卒
業
や
転
出
に
よ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
六
条 

 

一
、
父
母
そ
れ
ぞ
れ
一
会
員
と
し
、
会
員
は
す
べ
て
平
等
の
権
利
と
義
務
を
有 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
。 

 
 
 
 
 

二
、
こ
の
会
則
に
お
い
て
会
員
数
、
出
席
者
数
及
び
議
決
権
行
使
書
数
の
集
を 

 
 

 
 

 
 

を
行
う
場
合
に
は
、
会
員
の
家
庭
数
単
位
で
集
計
す
る
。 

第
五
章 

 

会 
 

計 

第
七
条 

 

本
会
の
経
費
は
会
費
、自
発
的
な
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
に
よ
っ
て
支
弁
す
る
。 

第
八
条 

 

本
会
の
会
員
は
会
費
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

 

本
会
の
会
費
は
月
額
一
家
庭
四
０
０
円
と
し
て
、
学
期
毎
に
納
入
す
る
。 

第
十
条 

 

本
会
の
経
理
は
総
会
で
認
め
ら
れ
た
予
算
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
会
計
監
査
を

経
て
総
会
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条 

本
会
の
会
計
年
度
は
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

第
六
章 

役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
と
そ
の
選
出 

第
十
二
条 

本
会
に
は
次
の
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
を
お
く
。 

一
、 

役
員 

 
 
 

 

会
長 

 
 

一
名 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

副
会
長 

 

二
名 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
記 

 
 

一
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

会
計 

 
 

一
名 

 
 

 
 

 
 

二
、
会
計
監
査
委
員 

 
 
 
 
 
 
 

二
名 

第
十
三
条 

役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
任
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

一
、
役
員
の
任
務 

① 

会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
轄
す
る
。 

② 

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。 

③ 

書
記
は
総
会
、
運
営
委
員
会
の
議
事
及
び
本
会
活
動
に
関
す
る
事
項
を

記
録
し
、
こ
れ
を
保
持
す
る
と
と
も
に
庶
務
事
項
を
担
当
す
る
。 

④ 

会
計
は
総
会
で
決
定
し
た
予
算
に
基
づ
い
て
一
切
の
会
計
事
務
を
処
理

し
、
会
計
諸
帳
簿
を
整
備
し
、
年
度
末
総
会
に
お
い
て
会
計
監
査
の
監

査
を
経
た
決
算
報
告
を
す
る
。 

 
 

 
 
 

二
、
会
計
監
査
委
員
の
任
務 

 
 
 
 

 
 

経
理
状
況
を
監
査
し
、
原
則
十
月
に
定
例
監
査
を
、
原
則
四
月
に
決
算
監

査
を
行
い
総
会
に
て
監
査
の
結
果
を
報
告
す
る
。 

第
十
四
条 

 

役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
選
出
は
次
の
方
法
で
行
う
。 

 
 
 
 
 

一
、
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
に
立
候
補
を
希
望
す
る
と
き
は
、
運
営
委
員
会

に
原
則
十
二
月
中
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 

二
、
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
を
定
め
る
た
め
、
原
則
十
二
月
中
に

選
考
委
員
会
を
設
け
る
。 

 
 

 
 

 

三
、
選
考
委
員
会
は
次
の
九
名
で
構
成
す
る
。 

① 

役
員
よ
り
三
名
、
役
員
を
除
く
各
委
員
会
よ
り
一
名
。
但
し
左
記

の
選
出
に
つ
い
て
は
、
各
互
選
に
よ
る
。 

② 

教
職
員
よ
り
二
名 

教
職
員
の
互
選
に
よ
っ
て
二
名
を
選
出
す
る
。 

 
 
 
 
 

四
、
選
考
委
員
の
氏
名
は
委
員
会
の
設
立
と
同
時
に
全
会
員
に
通
告
す
る
。 

 
 
 
 
 

五
、
選
考
委
員
会
は
本
会
の
会
員
の
中
か
ら
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
を
各
定

数
以
上
選
考
し
、
本
人
の
同
意
を
得
て
、
役
員
選
挙
の
原
則
五
日
前
ま
で

に
候
補
者
氏
名
を
全
会
員
に
通
告
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

た
だ
し
第
二
十
二
条 

一
、
③
に
基
づ
き
三
月
総
会
を
開
催
し
な
い
場
合

に
限
り
以
下
の
手
続
き
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

① 

選
考
委
員
会
は
候
補
者
氏
名
を
全
会
員
に
通
知
し
、
通
知
日
か
ら
原

則
一
週
間
以
内
に
全
会
員
に
よ
る
信
任
投
票
を
文
書
に
て
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

② 

信
任
投
票
は
全
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
有
効
投
票
数
を
必
要
と

す
る
。
ま
た
有
効
投
票
数
の
過
半
数
以
上
の
信
任
票
を
も
っ
て
承
認

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③ 

選
考
委
員
会
は
②
の
結
果
を
原
則
三
月
末
日
ま
で
に
全
会
員
報
告

す
る
。 

 
 
 
 

六
、
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
が
定
数
を
超
え
、
総
会
に
て
選
挙
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
指
名
に
よ
り
選
挙
管
理
委
員
会
を
設

け
、
選
挙
事
務
を
行
う
。 

七
、
選
考
委
員
会
は
そ
の
選
考
し
た
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
で
欠
員
を
生

じ
、
充
足
の
必
要
あ
る
と
き
は
五
、
に
従
っ
て
処
理
す
る
。 

 
 

 
 

 

第
十
五
条 

役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
任
期
は
一
カ
年
と
し
、
毎
年
四
月
一
日
よ
り
翌
年

三
月
末
ま
で
と
す
る
。
但
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。 

第
十
六
条 

役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
任
期
中
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
欠
員
が
生
じ

た
場
合
は
、
運
営
委
員
会
に
は
か
り
選
出
す
る
。 

第
七
章 

 

委 

員 

会 

第
十
七
条  

本
会
に
次
の
委
員
会
を
お
き
、
委
員
長
、
副
委
員
長
、
及
び
委
員
を
お
く
。 

 
 
 
 
 

 

一
、
文
教
保
体
委
員
会 

委
員
長
一
名 

副
委
員
長
一
名 

委
員
若
干
名 

二
、
広
報
委
員
会 

 
 

委
員
長
一
名 

副
委
員
長
一
名 

委
員
若
干
名 

三
、
施
設
委
員
会 

 
 

委
員
長
一
名 

副
委
員
長
一
名 

委
員
若
干
名 

四
、
削
除 

五
、
学
級
委
員
会 

 
 

 

委
員
長
一
名 

副
委
員
長
一
名 

委
員
各
学
級
よ
り
若
干
名 

第
十
八
条 

各
委
員
会
の
事
業
内
容
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 



 
 
 

 
 

一
、
文
教
保
体
委
員
会 

 
 
 
 

  
 

成
人
教
育
の
企
画
、
運
営
に
あ
た
り
会
員
と
し
て
の
教
養
を
高
め
、
会
員

相
互
の
親
睦
を
は
か
る
。
あ
わ
せ
て
、
児
童
及
び
会
員
の
健
康
保
持
増
進

に
関
す
る
企
画
を
行
い
協
力
す
る
。 

 
 

 
 
 
 

二
、
広
報
委
員
会 

   
        

 

広
報
活
動
を
通
じ
て
会
員
の
意
思
疎
通
を
は
か
り
、
会
員
意
識
の
高
揚
に

つ
と
め
る
。 

 
 

 
 

 

三
、
施
設
委
員
会 

 
 

  
 
 

 

校
舎
校
地
等
教
育
環
境
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、
そ
の
充
実
に
協
力
す
る
。 

 
 

 
 

 

四
、
削
除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

五
、
学
級
委
員
会 

 
 
 

     
   

学
級
児
童
の
円
満
な
成
長
と
、
学
級
会
員
相
互
の
交
流
・
福
祉
を
は
か
り
、

学
級
相
互
の
連
絡
調
整
に
つ
と
め
る
。 

第
十
九
条 

会
長
は
運
営
委
員
会
の
申
請
に
基
づ
き
必
要
に
応
じ
て
特
別
委
員
会
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
章 

委
員
長
、
副
委
員
長
、
委
員
と
そ
の
選
出 

第
二
十
条 

一
、
各
学
級
よ
り
委
員
数
名
を
選
出
し
選
出
さ
れ
た
委
員
は
各
委
員
会
に
わ
か 

 
 

 
 

 
 

 

れ
る
。 

二
、
各
委
員
長
、
副
委
員
長
に
立
候
補
を
希
望
す
る
と
き
は
、
運
営
委
員
会
に 

 

 
 

原
則
十
二
月
中
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三
、
二
で
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
各
委
員
の
委
員
長
、
副
委
員
長
は
本 

 
 

 
 

 

 
 

年
度
の
委
員
の
中
か
ら
選
ぶ
。 

第
二
十
一
条 

 

委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
の
任
務 

 
 

    

一
、 

委
員
長
は
所
属
委
員
会
を
招
集
し
、
所
属
事
項
に
関
す
る
計
画
を
た
て
、

そ
の
結
果
を
運
営
委
員
会
の
審
議
に
付
し
、
会
の
目
的
達
成
に
つ
と
め
る
。 

   
     

二
、 

副
委
員
長
は
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
、 

委
員
長
は
事
業
計
画
に
よ
り
活
動
の
中
心
と
な
る
。 

第
九
章 

 

集 

会 

第
二
十
二
条 

 

集
会
及
び
そ
の
招
集
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
総
会 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

① 

総
会
は
全
会
員
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
本
会
の
最
高
議
決
機
関
で
あ

る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

② 
 

総
会
は
会
長
が
招
集
し
、定
足
数
は
委
任
状
を
含
め
会
員
の
五
分
の

一
以
上
と
し
、
議
決
は
出
席
の
過
半
数
と
す
る
。
書
面
や
電
磁
的

記
録
等
で
開
催
の
場
合
、
定
足
数
は
委
任
状
兼
議
決
権
行
使
書
の

提
出
が
会
員
の
五
分
の
一
以
上
と
し
、
議
決
は
そ
の
過
半
数
と
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

③ 

総
会
は
年
一
回
以
上
開
く
。但
し
運
営
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
場

合
、
又
は
会
員
の
十
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
、
会
長

は
総
会
を
招
集
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

原
則
五
月
に
行
う
総
会
は
前
年
度
事
業
及
び
決
算
報
告
、本
年
度
事

業
計
画
及
び
予
算
の
承
認
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

原
則
三
月
に
行
う
総
会
は
次
年
度
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
候
補

者
の
承
認
の
み
を
案
件
と
す
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
文
書
に
よ
る

方
法
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
第
十
四
条
五
の
手
続

き
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

④
総
会
の
形
式
は
対
面
の
ほ
か
、
書
面
や
電
磁
的
記
録
等
で
開
催
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
、
運
営
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

 

① 

運
営
委
員
会
は
、
役
員
、
各
委
員
長
、
副
委
員
長
、
学
校
長
、
教
頭

及
び
書
記
補
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

② 

本
会
の
運
営
、
事
業
計
画
、予
算
編
成
等
に
つ
き
総
合
審
議
を
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

③ 
 

会
長
が
招
集
し
、
定
足
数
は
三
分
の
二
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
、
各
委
員
会 

 
 
 
 

   
  

会
長
又
は
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
随
時
各
委
員
会
を
招
集
す
る
。 

第
二
十
三
条  

学
校
長
、
教
頭
、
書
記
補
及
び
役
員
は
本
会
の
す
べ
て
の
会
合
に
出
席
し
て

所
管
事
項
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
章 

 

付 

則 

第
二
十
四
条 

こ
の
会
則
は
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 

第
二
十
五
条 

こ
の
会
則
の
不
備
を
補
う
た
め
別
に
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
内
規
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
六
条 

こ
の
会
則
に
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
運
営
委
員
会
に
は
か
り
、
一
般
社
会

通
念
に
よ
っ
て
補
う
。 

第
二
十
七
条 

こ
の
会
則
は
総
会
に
お
い
て
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
改
正

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
面
総
会
で
の
議
決
の
場
合
は
議
決
権
行
使
書
に
基

づ
き
そ
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   
       

但
し
、
改
正
案
は
総
会
前
に
全
会
員
に
通
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
一
部
改
正 

平
成
九
年
三
月
一
日
） 

（
一
部
改
正 

平
成
十
二
年
三
月
四
日
） 

（
一
部
改
正 

平
成
十
三
年
三
月
三
日
） 

（
一
部
改
正 
平
成
十
四
年
三
月
一
日
） 

（
一
部
改
正 
平
成
十
七
年
三
月
八
日
） 

（
一
部
改
正 

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日
） 

 

（
一
部
改
正 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
日
） 

（
一
部
改
正 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
四
日
） 

（
一
部
改
正 

令
和
元
年
五
月
二
十
六
日
） 

（
一
部
改
正 

令
和
二
年
五
月
二
十
八
日
） 

（
一
部
改
正 

令
和
五
年
七
月
一
日
） 

（
一
部
改
正 

令
和
六
年
二
月
四
日
） 

 


